公管告示第５号
　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の規定に基づき、次のとおり指定納付受託者を指定したので告示する。
　　令和８年３月６日
猪名川町長　岡　本　信　司
１　指定しようとするもの
	指定納付受託者の名称
	住所及び事務所の所在地
	指定した日

	楽天ペイメント株式会社
	東京都港区港南二丁目１６－５　NBF品川タワー
	令和８年１月２６日

	イオンフィナンシャルサービス株式会社
	東京都千代田区神田錦町一丁目１番地
	令和８年２月１０日


２　対象となる公金事務
　スマートフォンアプリを利用した水道料金、下水道使用料、浄化槽保守管理委託料

